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27,063,175 399,220,608 … 16,570,847,574 0.2193 14.75 41,508 612,302 134,300

1,052,523,004 1,532,765,432 … 15,673,368,505 8.5303 1.46 10,226 14,891 127,026

249,376,624 391,043,136 … 3,198,496,922 2.0211 1.57 8,179 12,826 25,923

1,328,962,802 2,323,029,176 … 35,442,713,001 10.7707 1.75 15,257 26,669 287,249

718,852,028 856,270,777 …

…

…

…

7,907,723,525

25,244,628 1,000,310,404 333,794,334 674,167,492

4,679,345 38,116,978 … 473,389,135

… 36,494,944,332 44,497,993,153

120,003 … 1,112,749 …

49,441,848 … 359,405,120 464,720,385

1,218 … 77,345 78,218

1,330 … 15,612 20,892

( 84,304,738) … ( 1,425,288,116 ) …

1,310,328 … 18,462,675 …

… 2,335 …

… 106,433,998 …

… 38,405,742,283 44,962,812,648 364,406

123,386,720

85.42
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注１ GDPは内閣府発表の国民経済計算による。
注２ 後期高齢者（老人）医療費は、後期高齢者医療制度の施行前である2008年3月までは老人医療費であり、施行以降である2008年4月以降は後期高齢者医療費。
注３ 2024年度の国民医療費（及び2024年度の後期高齢者医療費。以下同じ。）は実績見込みである。2024年度分は、2023年度の国民医療費に2024年度の概算医療費の伸び率（上表の斜字体）を乗じることによって推計している。
（※1）70-74歳の者の一部負担金割合の予算凍結措置解除（1割→2割）。2014年4月以降新たに70歳に達した者から2割とし、同年3月までに70歳に達した者は1割に据え置く。
（※2）令和３、５年度それぞれの国民医療費を用いて、当該年度それぞれの薬価改定の影響を医療費に対する率へ換算した値。
（※3）令和６年度の診療報酬改定のうち、影響を受ける期間を考慮した値。

参考１－１ 医療費の動向

▲0.30
（※３）

▲0.64
（※２）

▲0.94▲0.9
（※２）

▲0.46▲0.07▲1.19▲1.330.100.0040.19（診療報酬改定）（％）

・一定以上
所得高齢者
２割負担
（2022）

・70-74歳
２割負担(※1)
（2014）

・未就学児
２割負担
（2008）

・現役並み
所得高齢者
３割負担等
（2006）

・被用者本人
３割負担等
（2003）

・高齢者１割負担徹底
（2002）

・老人医療の対象年齢
５年間で段階的引上げ
（2002～2007）

・介護保険制度施行
・高齢者１割負担導入
（2000）

（主な制度改正）
2000年以降

12.7 13.3 13.7 14.2 14.5 15.1 15.4 16.0 16.4 17.1 16.6 17.1 17.8 18.8 19.6

4.1 
5.9 

8.9 
11.2 

11.6 
16.0 

20.6 

27.0 
30.1 

33.1 

37.4 38.6 39.2 40.1 40.8 
42.4 42.1 43.1 43.4 44.4 

43.0 
45.0 

46.7 48.1 
48.8 

(25.4%)
(28.8%)

(33.1%)

(37.2%)
(35.1%) (34.0%) (34.5%)

(34.9%) (35.4%) (35.5%) (35.7%) (36.5%)
(37.2%) (37.8%) (38.4%) (38.6%) (37.9%) (38.2%)

(39.1%) (40.1%)

4.8%
4.6%

5.1%
5.6%

6.2%

7.4%
7.7% 7.9% 7.8% 7.8% 7.8% 7.7% 7.8% 7.8% 8.0% 8.0% 8.1% 8.2% 8.1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0

10

20

30

40

50

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

後期高齢者（老人）医療費 （兆円）
※ （ ）内は後期高齢者（老人）医療費の国民医療費に占める割合

国 民 医 療 費 （兆円）

（兆円）

＜対前年度伸び率＞ （％）

国民医療費の対GDP比

（実績見込み）

20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020052000199519901985

(R6)(R5)(R4)(R3)(R2)(R1)(H30)(H29)(H28)(H27)(H26)(H25)(H24)(H23)(H22)(H17)(H12)(H7)(H2)(S60)

1.53.03.74.8▲3.22.30.82.2▲0.53.81.92.21.63.13.93.2▲1.84.54.56.1国民医療費

4.15.44.53.1▲2.93.82.54.21.64.42.13.63.04.55.90.6▲5.19.36.612.7後期高齢者（老人）医療費

-4.92.32.9▲3.20.00.22.00.83.32.12.7▲0.1▲1.01.50.81.42.68.67.2GDP

（年度）
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参考１－２ 医療費の伸び率の要因分解

R６年度Ｒ５年度Ｒ４年度Ｒ３年度Ｒ２年度R元年度H30年度H29年度H28年度H27年度H26年度H25年度H24年度H23年度

（2024）(2023)(2022)(2021)(2020)(2019)(2018)(2017)(2016)(2015)(2014)(2013)(2012)(2011)

1.5%
（注１）

3.0%3.7%4.8%-3.2%2.3%0.8%2.2%-0.5%3.8%1.9%2.2%1.6%3.1%①医療費の伸び率

-0.4%-0.5%-0.4%-0.5%-0.3%-0.2%-0.2%-0.2%-0.1%-0.1%-0.2%-0.2%-0.2%-0.2%②人口増の影響

0.6%
（注２）

0.7%0.9%1.1%1.0%1.0%1.1%1.2%1.0%1.0%1.2%1.3%1.4%1.2%③高齢化の影響

-0.30%
（注９）

-0.64%
（注８）

-0.94%-0.9%
（注８）

-0.46%
（注７）

-0.07%
（注６）

-1.19%
（注５）

-1.33%
（注４）

0.1%

-1.26%
消費税対応

1.36%
（注３）

0.004%④診療報酬改定等

1.6%3.4%4.2%5.1%-3.5%1.6%1.1%1.2%-0.1%2.9%0.7%1.1%0.4%2.1%

その他
(①-②-③-④)

・医療の高度化
・受療行動の変化 等

R4.10
一定以上
所得高齢者
2割負担

H26.4
70-74歳
2割負担

（注10）

制度改正

注１：医療費の伸び率は、令和５年度までは国民医療費の伸び率、令和６年度は概算医療費（審査支払機関で審査した医療費）の伸び率（上表の斜体字、速報値）であり、医療保険と公費負担医療の合計である。
注２：令和６年度の高齢化の影響は、令和５年度の年齢別１人当たり医療費と令和５年度、６年度の年齢別人口からの推計値である。
注３：平成26年度の「消費税対応」とは、消費税率引上げに伴う医療機関等の課税仕入れにかかるコスト増への対応分を指す。平成26年度における診療報酬改定の改定率は、合計0.10%であった。
注４：平成28年度の改定分-1.33%のうち市場拡大再算定の特例分等は-0.29%、実勢価等改定分で計算すると-1.03%。

なお、「市場拡大再算定の特例分等」とは年間販売額が極めて大きい品目に対する市場拡大再算定の特例の実施等を指す。
注５：平成30年度の改定分-1.19%のうち薬価制度改革分は-0.29%、実勢価等改定分で計算すると-0.9%。
注６：令和元年10月消費税引上げに伴う診療報酬改定（診療報酬+0.41%、薬価改定-0.48%）のうち影響を受ける期間を考慮した値。
注７：令和元年10月消費税引上げに伴う診療報酬改定に係る平年度効果分を含む。
注８：令和３、５年度それぞれの国民医療費を用いて、当該年度それぞれの薬価改定の影響を医療費に対する率へ換算した値。
注９：令和６年度の診療報酬改定のうち、影響を受ける期間を考慮した値。
注10：70-74歳の者の一部負担金割合の予算凍結措置解除（1割→2割）。平成26年4月以降新たに70歳に達した者から2割とし、同年3月までに70歳に達した者は1割に据え置く。
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参考２ 生涯医療費（令和５年度）

年齢階級別
医療費

累積医療費 構成割合 累積割合
年齢階級別

医療費
累積医療費 構成割合 累積割合

年齢階級別
医療費

累積医療費 構成割合 累積割合

歳 万円 万円 万円 万円 万円 万円

0 ～ 4 145 145 5% 5% 153 153 5% 5% 137 137 4% 4%

5 ～ 9 85 230 3% 8% 91 244 3% 9% 79 216 3% 7%

10 ～ 14 72 302 2% 10% 78 323 3% 11% 64 280 2% 9%

15 ～ 19 60 362 2% 12% 63 386 2% 14% 57 337 2% 11%

20 ～ 24 53 415 2% 14% 47 433 2% 15% 59 396 2% 13%

25 ～ 29 64 479 2% 16% 51 484 2% 17% 77 473 2% 15%

30 ～ 34 78 556 3% 19% 60 545 2% 19% 96 569 3% 18%

35 ～ 39 85 642 3% 22% 69 614 2% 22% 102 671 3% 22%

40 ～ 44 93 735 3% 25% 82 696 3% 24% 104 775 3% 25%

45 ～ 49 107 842 4% 28% 101 797 4% 28% 113 889 4% 29%

50 ～ 54 131 973 4% 33% 130 927 5% 32% 132 1,021 4% 33%

55 ～ 59 161 1,134 5% 38% 168 1,095 6% 38% 154 1,176 5% 38%

60 ～ 64 199 1,333 7% 45% 215 1,310 8% 46% 182 1,357 6% 44%

65 ～ 69 239 1,572 8% 53% 261 1,571 9% 55% 216 1,573 7% 51%

70 ～ 74 282 1,854 10% 63% 303 1,874 11% 66% 259 1,833 8% 59%

75 ～ 79 309 2,163 10% 73% 318 2,193 11% 77% 299 2,132 10% 69%

80 ～ 84 311 2,474 10% 83% 295 2,488 10% 87% 327 2,459 11% 80%

85 ～ 89 261 2,735 9% 92% 220 2,708 8% 95% 305 2,764 10% 90%

90 ～ 94 164 2,899 6% 98% 113 2,821 4% 99% 217 2,981 7% 97%

95 ～ 99 57 2,956 2% 100% 30 2,852 1% 100% 85 3,066 3% 99%

100 ～ 9 2,966 0% 100% 3 2,855 0% 100% 16 3,082 1% 100%

2,966 100% 2,855 100% 3,082 100%
(再) 65歳未満 1,333 45% 1,310 46% 1,357 44%
(再) 65歳以上 1,633 55% 1,545 54% 1,724 56%
(再) 70歳未満 1,572 53% 1,571 55% 1,573 51%
(再) 70歳以上 1,393 47% 1,284 45% 1,508 49%
(再) 75歳未満 1,854 63% 1,874 66% 1,833 59%
(再) 75歳以上 1,111 37% 981 34% 1,249 41%

（注）令和５年度の年齢階級別1人当たり国民医療費をもとに、令和５年簡易生命表による定常人口を適用して推計したものである。

男女計 男性 女性

総　　計

年齢階級
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145 

85 
72 

60 
53 

64 
78 

85 
93 

107 

131 

161 

199 

239 

282 

309 311 

261 

164 

57 

9 

0

50

100

150

200

250

300

350

０
～
４

５
～
９

１
０
～
１
４

１
５
～
１
９

２
０
～
２
４

２
５
～
２
９

３
０
～
３
４

３
５
～
３
９

４
０
～
４
４

４
５
～
４
９

５
０
～
５
４

５
５
～
５
９

６
０
～
６
４

６
５
～
６
９

７
０
～
７
４

７
５
～
７
９

８
０
～
８
４

８
５
～
８
９

９
０
～
９
４

９
５
～
９
９

１
０
０
～

生涯医療費（男女計）

（令和５年度推計）（万円）

（歳）

（注）令和５年度の年齢階級別一人当たり国民医療費をもとに、令和５年簡易生命表による定常人口を適用して推計したものである。

７０歳未満

５３％
７０歳以上

４７％
生涯医療費

３，０００万円
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153 

91 
78 

63 
47 51 

60 
69 

82 
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303 
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113 

30 

3 
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４
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４
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４
９

５
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～
５
４

５
５
～
５
９

６
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～
６
４

６
５
～
６
９

７
０
～
７
４

７
５
～
７
９

８
０
～
８
４

８
５
～
８
９

９
０
～
９
４

９
５
～
９
９

１
０
０
～

生涯医療費（男性）

（令和５年度推計）

（注）令和５年度の年齢階級別一人当たり国民医療費をもとに、令和５年簡易生命表による定常人口を適用して推計したものである。

（歳）

（万円）

７０歳未満

５５％

７０歳以上

４５％
生涯医療費

２，９００万円
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137 

79 
64 

57 59 
77 

96 102 104 
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132 
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217 
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７
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７
９

８
０
～
８
４

８
５
～
８
９

９
０
～
９
４

９
５
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９

１
０
０
～

生涯医療費（女性）

（令和５年度推計）

（注）令和５年度の年齢階級別一人当たり国民医療費をもとに、令和５年簡易生命表による定常人口を適用して推計したものである。

（万円）

（歳）

７０歳未満

５１％

７０歳以上

４９％生涯医療費

３，１００万円
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参考３ 後期高齢者医療費の特性（令和５年度）

計
入院及び食事療養・

生活療養
入院外及び調剤 歯　　　　科

後期高齢者（Ａ） 942,196 484,114 419,893 38,190

後期高齢者以外（Ｂ） 247,110 75,236 148,247 23,627

比率（Ａ／Ｂ） 3.8 6.4 2.8 1.6

後期高齢者（Ａ） 74 1,518 269

後期高齢者以外（Ｂ） 12 728 190

比率（Ａ／Ｂ） 6.1 2.1 1.4

後期高齢者（Ａ） 17.1 1.6 1.7

後期高齢者以外（Ｂ） 12.0 1.4 1.5

比率（Ａ／Ｂ） 1.4 1.2 1.1

後期高齢者（Ａ） 38,239 16,859 8,241

後期高齢者以外（Ｂ） 51,197 14,702 8,162

比率（Ａ／Ｂ） 0.7 1.1 1.0

後期高齢者（Ａ） 655,511 27,661 14,208

後期高齢者以外（Ｂ） 616,437 20,352 12,461

比率（Ａ／Ｂ） 1.1 1.4 1.1

後期高齢者（Ａ） 12.7 24.9 4.6

後期高齢者以外（Ｂ） 1.5 10.1 2.9

比率（Ａ／Ｂ） 8.6 2.5 1.6

（注１）「１人当たり医療費」＝「受診率（１人当たり）」×「１件当たり日数」×「１日当たり医療費」

　　　　　　　　　　　　　　＝「１人当たり日数」×「１日当たり医療費」

　　　　　　　　　　　　　　＝「受診率（１人当たり）」×「１件当たり医療費」

（注２）医療費計は医科入院、医科入院外、歯科、調剤に係る医療費と入院時食事療養・生活療養費の合計額であり、

　　　　訪問看護療養費及び療養費等の金額は含まれない。

100人当たり
推計新規入院件数

推計平均在院日数
入 院 １ 日 当 た り
医 療 費

推 計 １ 入 院 当 た り
医 療 費

後期高齢者（Ａ） 33.4 37.9 38,239 1,447,733

後期高齢者以外（Ｂ） 7.6 19.2 51,197 985,117

比率（Ａ／Ｂ） 4.4 2.0 0.7 1.5

（注）「推計新規入院件数」＝「入院受診延日数」÷「推計平均在院日数」

　　　「推計平均在院日数」＝「１件当たり日数」×「月の日数－１」÷（「月の日数」－「１件当たり日数」）

　　　「月の日数」＝「当該期間の日数（令和５年度は366）」÷「当該期間の月数（12）」

　　　「推計１入院当たり医療費」＝「推計平均在院日数」×「入院１日当たり医療費」

１人当たり日数

入院に関する分析

１人当たり医療費

受診率（100人当たり）

１件当たり日数

１日当たり医療費

１件当たり医療費
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後 期 高 齢 者 医 療 費 の 特 性

１人当たり医療費の若人との比較（令和５年度） 三要素の比較（令和５年度）

（注）１．後期高齢者とは後期高齢者医療制度の被保険者であり、若人とは後期高齢者医療制度以外の医療保険加入者である。
　　　２．入院は医科入院医療費と入院時食事・生活療養費（医科）、外来は医科入院外医療費と調剤費用額の合計である。
　　　３．１人当たり医療費は、入院、外来医療費に、歯科及び入院時食事・生活療養費（歯科）に係る医療費を加えた金額である。
（資料）各制度の事業年報等を基に保険局調査課で作成。

１件当たり受診日数

１. ２倍

１日当たり医療費

１. １倍

受診率

２. １倍

外来

若人

後期高齢者

１件当たり受診日数

１. ４倍

１日当たり医療費

０. ７倍

受診率

６. １倍

入院

若人

後期高齢者
若人

後期高齢者

３. ８倍

２４. ７万円

９４. ２万円

１人当たり医療費

若人

後期高齢者

６. ４倍

７. ５万円

４８. ４万円

うち入院

若人

後期高齢者

２. ８倍

１４. ８万円

４２. ０万円

うち外来

※なお、後期高齢者の1件当たり医療費を若人と比較すると、
　 入院１．１倍、外来１．４倍であり、一年間の受診頻度を示す
　 １人当たり日数で比較すると、入院８．６倍、外来２．５倍である。
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参考４ 医療保険制度の財政構造表（令和５年度）

１．財政構造表とは
財政構造表とは、現行の医療保険制度の下、ある年度の医療費を賄うために必要な患者負担、公費、保険料の財源を、各制

度別に財政調整等を踏まえ推計したもの。

２．医療保険制度の財政構造
医療保険制度の医療費の財政負担は、65歳未満、前期高齢者、後期高齢者の３つの区分で大きく構造が異なっており、財政

構造表においてもこの３区分に分けて財政負担額を推計。

・65歳未満 ･･･制度間の財政調整は基本的になく各医療保険者が、公費負担分を除き、各自の医療給付費を保険料で賄っている。
ただし、市町村国保の退職被保険者等の医療給付費については、退職被保険者の保険料で賄えない部分を、被用者
保険が総報酬で按分して負担。

・前期高齢者･･･前期高齢者の多い保険者の負担を緩和するため、前期高齢者の加入率を用いて制度間の財政調整を行っており、こ
の前期財政調整後の金額を各保険者が負担。

・後期高齢者･･･医療給付費の1割を後期高齢者の保険料、5割を公費、4割を被用者保険及び国保からの支援金で賄うことを基本とし
ている。後期高齢者支援金は被用者保険及び国保が加入者数按分（被用者保険間は全面総報酬割）で負担するが、
前期高齢者に係る後期高齢者支援金には前期高齢者の医療給付と同様、制度間の財政調整がある。

３．留意点

① 医療費、医療給付費、患者負担
・令和５年４月～令和６年３月診療分の医療費、医療給付費及び患者負担。
・医療給付費は医療保険の給付費であり、公費負担医療の給付費や地方単独事業分の給付費は含まない。
・患者負担は、医療費から上記の医療保険給付費を控除したもの。

② 公費
・公費には、医療給付費の定率で算定される定率公費の他、高額医療費等の共同事業に対する公費、保険料軽減に対する定額公費

（医療給付相当分に限る。）等も、医療給付に当てられることとなるため含まれている。
・市町村国保の法定外一般会計繰入は公費に含まれていない。

③ 所要保険料
・所要保険料は医療給付費から上記公費を控除して算出したもので、その年度の医療給付を賄うために必要な保険料となる。なお、

市町村国保については、法定外繰入がなかった場合の保険料となる。
・実際の保険料は、①傷病手当金等の現金給付や事務費に当てるための保険料も含まれること、②前年度の剰余不足の繰り越しや基

金などを活用して設定されること、等から財政構造表の所要保険料額と異なる。
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   12,548 
    9,789 

    2,372 
    1,333 

      9.4 

   16,655 
   10,347 

    2,632 
    1,562 
    1,070 

     10.3 

  205,265 
   20,232 

   10,387 
    8,856 
    1,531 

     21.7 

   12,329 

     19.5 

83,214   54,212   8        235      19,533   157,203  98,910   5,823    104,733  261,936  187,692  449,628  

17,934   11,663   2        48       4,120    33,768   14,979   1,204    16,183   49,951   15,620   65,571   

65,280   42,549   6        187      15,412   123,435  83,931   4,619    88,550   211,985  172,072  384,057  

52,260   38,669   5        142      14,224   105,300  32,508   3,301    35,809   141,109  172,072  

43,689   37,938   4        115      14,224   95,970   10,968   2,149    13,117   109,087  14,628   

8,571    731      0        28       9,330    21,541   1,152    22,692   32,022   86,559   

-0       -0       -0       70,886   

26,077   16,910   1        69       5,484    48,541   19,412   1,817    21,229   33       69,802   

13,021   3,880    2        44       1,189    18,135   51,422   1,319    52,741   70,876   

13,056   13,030   -1       25       4,295    30,406   -32,010  498      -31,512  33       -1,074   

21,800   16,910   1        69       5,484    44,264   6,569    1,177    7,746    52,011   

4,277    0        4,277    12,843   640      13,482   33       17,792   

0        0        0        

25,149   24,650   10       84       8,369    58,262   11,764   1,933    13,698   71,960   

11       11       16,189   1,505 17,695   17,706   

23,297   22,007   80       7,453    52,837   -        343      343      53,180   

-1       -1       -4,425   56       -4,369   -4,370   

1,852    2,643    4        915      5,415    -        29       29       5,444    

25,149   24,650   9        84       8,369    58,261   4,800    1,339    6,138    64,400   

-        1        1        6,965    595      7,559    7,560    

0        0        0        

-0       -0       -        -0       -0       -0       -        -0       -0       -0       

103,486  80,229   16       296      28,076   212,103  63,685   7,051    70,736   33       282,871  101,187  384,058  

90,639   79,498   14       268      28,076   198,496  22,337   4,665    27,002   225,497  14,628   240,125  

83,624   77,314   10       254      27,408   188,611  4,107    

7,014    2,185    4        14       669      9,885    558      

12,847   731      2        28       13,607   41,348   2,386    43,734   33       57,374   86,559   143,933  

12,847   731      2        28       13,607   29,156   2,386    31,542   33       45,182   55,185   100,367  

9,753    9,753    9,753    17,048   26,801   

2,439    2,439    2,439    14,326   16,765   

3,957    2,809    2        11       976      7,755    260      1,942    

3,632    2,709    1        10       942      7,294    229      

325      100      0        1        34       461      31       

1,030,413 973,500  3,516    329,501  2,336,930 15,153   15,153   2,352,083

950,673  946,749  3,339    321,655  2,222,415 13,980   13,980   2,236,395

79,740   26,751   178      7,846    114,515  1,173    1,173    115,688  

22.9     28.3     8.6      24.6     28.8     25.6     18.0     7.5      

8.8% 8.2% 7.6% 8.5% 8.5%

    1,039 



参考５－１ 年齢階級別１人当たり医療費（令和５年度、医療保険制度分）

１人当たり医療費を年齢階級別にみると、年齢とともに高くなり、70歳代までは外来（入院外＋調剤）の割

合が高いが、80歳代になると入院（入院＋食事療養）の割合が高くなる。

※ 各制度の事業年報等を基に、令和５年度のNDBデータ等を用いて保険局調査課により推計。
（注１）医療費計は医科入院、医科入院外、歯科、調剤、入院時食事・生活療養費に係るの医療費と、訪問看護療養費及び療養費等の合計額である。
（注２）医科医療費のうち入院時食事・生活療養費は、歯科入院に係る入院時食事・生活療養費も含む。
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医療費計
（歳）
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参考５－２ 年齢階級別 三要素（入院、令和５年度）

入院医療費について、三要素（受診率、１件当たり日数、１日当たり医療費）に分解してみると、高齢期に入

ると受診率が急増するとともに、１件当たり日数が増加する一方、１日当たり医療費は低下する。

受診率 １件当たり日数
１日当たり医療費

（食事・生活療養を含む）

（件/人） （日） （千円）

（歳）

※ 令和５年度のNDBデータ等より作成
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参考５－３ 年齢階級別１人当たり推計新規入院件数、推計平均在院日数
及び推計１入院当たり医療費（令和５年度）

入院医療費について、１人当たり推計新規入院件数、推計平均在院日数、推計１入院当たり医療費を算出してみると、

高齢期に入ると推計新規入院件数が急増するとともに、推計平均在院日数、推計１入院当たり医療費が増加する。

１人当たり推計新規入院件数 推計平均在院日数 推計一人当たり医療費

（件/人） （日） （千円）

（歳）

※ 令和５年度のNDBデータ等より作成
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参考５－４ 年齢階級別 三要素（入院外、令和５年度）

入院外医療費について、三要素（受診率、１件当たり日数、１日当たり医療費）に分解してみると、年齢が上

がるごとに増加していた受診率が、80歳代前半をピークに低下する。

受診率 １件当たり日数
１日当たり医療費

（調剤を含む）

（件/人）
（日） （千円）

（歳）

※ 令和５年度のNDBデータ等より作成
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医療費 自己負担 被保険者負担 保険料 事業主負担 保険料

（注）１．１人当たりの医療費と自己負担は、それぞれ加入者の年齢階級別医療費及び自己負担をその年齢階級の加入者数で割ったものである。
２．自己負担は、医療保険制度における自己負担である。
３．１人当たり保険料は、被保険者(市町村国保は世帯主）の年齢階級別の保険料を、その年齢階級別の加入者数で割ったものである。

また、年齢階級別の保険料は健康保険被保険者実態調査、国民健康保険実態調査、後期高齢者医療制度被保険者実態調査等を基に推計した。
４．端数処理の関係で、数字が合わないことがある。
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料

（万円）

参考５－５ 年齢階級別１人当たり医療費、自己負担額及び保険料の比較
（年額、令和５年度実績に基づく推計値）

2.6 2.2 2.7 3.2 3.5 3.8 4.4 5.3 6.5 7.9 9.0 7.3 7.1 8.0 8.7 9.0 9.0 8.2
1.1 14.7 29.1 32.1 33.8 35.9 37.7 38.1 37.4 26.7 17.5 12.9 8.9 7.8 7.3 6.8 6.1 4.6
0.6 7.4 14.7 16.3 17.3 18.5 19.4 19.7 19.6 14.8 12.1 10.6 8.9 7.8 7.3 6.8 6.1 4.6

自己負担額

保険料計
うち被保険者分

※ 令和５年度のNDBデータ等より作成

―
 9
2
 ―



参考６ 高額療養費の所得区分別の加入者数（令和５年度）

注１ 同一保険者で複数の被保険者がいる場合は、収入の合計額が520万円。
注２ 旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
注３ 年金収入のみの者であれば、年収80万円～。
注４ 個人の所得のうち、公的年金等に係る雑所得の金額は、公的年金等控除を「80万円」として計算する。
注５ 現役並み所得者に該当せず、当該被保険者又は同一世帯の他の後期高齢者医療制度の被保険者の課税所得が28万円以上かつ、当該被保

険者及び同一世帯の他の後期高齢者医療制度の被保険者の「年金収入＋その他の合計所得金額」の合計が320万円以上（他に後期高齢者
医療制度の被保険者がいない世帯の場合は200万円以上）の者。

注６ 低所得Ⅰ、低所得Ⅱ、一般所得者Ⅱ及び現役並み所得者に該当しない者。

注７ 協会けんぽの欄には日雇特例を含む。
注８ 協会けんぽ及び組合健保は、「健康保険・船員保険被保険者実態調査」により推計したもの。 なお、標準報酬月額7.8万円以下（総

報酬約100万円以下）の加入者を低所得区分（うち70歳以上については標準報酬月額5.8万円以下の加入者を低所得Ⅰ）と仮定して推計。
注９ 市町村国保は、「国民健康保険実態調査報告」における所得不詳の人数を除いた所得区分の割合等から推計したもの。
注10 後期高齢者は、「後期高齢者事業月報」による。
注11 日雇特例及び国保組合は、協会けんぽの所得区分別加入者割合より推計。共済組合は、組合健保の所得区分別加入者割合より推計。

［７０歳未満］

協会けんぽ 組合健保 市町村国保

健保：標報83万円以上／国保：旧ただし書き所得901万円超
（年収　約1,160万円～）

約 410 万人 (4.3%) 約 130 万人 (3.5%) 約 170 万人 (6.1%) 約 40 万人 (2.3%)

健保：標報53万～79万円／国保：旧ただし書き所得600万～901万円
（年収　約770万円～約1,160万円）

約 1,180 万人 (12.4%) 約 270 万人 (7.0%) 約 640 万人 (22.9%) 約 40 万人 (2.1%)

健保：標報28万～50万円／国保：旧ただし書き所得210万～600万円
（年収　約370万円～約770万円）

約 4,150 万人 (43.4%) 約 1,850 万人 (48.3%) 約 1,410 万人 (50.7%) 約 270 万人 (15.7%)

健保：標報26万円以下／国保：旧ただし書き所得210万円以下
（年収　～約370万円）

約 3,120 万人 (32.6%) 約 1,540 万人 (40.2%) 約 560 万人 (20.3%) 約 720 万人 (41.5%)

住民税非課税 約 710 万人 (7.4%) 約 40 万人 (1.0%) 約 1 万人 (0.0%) 約 670 万人 (38.3%)

計 約 9,570 万人 (100.0%) 約 3,830 万人 (100.0%) 約 2,780 万人 (100.0%) 約 1,740 万人 (100.0%)

医療保険計

［７０歳以上］

協会けんぽ 組合健保 市町村国保

現役並み所得Ⅲ
健保：標報83万円以上／国保・後期：課税所得690万円以上

（年収　約1,160万円～）
約 10 万人 (1.2%) 約 4 万人 (3.0%) 約 1 万人 (2.6%) 約 4 万人 (0.7%)

現役並み所得Ⅱ
健保：標報53万～79万円／国保・後期：課税所得380万円以上

（年収　約770万円～約1,160万円）
約 10 万人 (0.9%) 約 3 万人 (2.2%) 約 1 万人 (2.1%) 約 3 万人 (0.5%)

現役並み所得Ⅰ
健保：標報28万～50万円／国保・後期：課税所得145万円以上
かつ年収383万円（注１）以上（年収　約383万円～約770万円）

約 70 万人 (8.9%) 約 20 万人 (16.3%) 約 10 万人 (27.8%) 約 40 万人 (5.8%)

一般Ⅱ（注５）： 約 390 万人 (20.0%)

一般Ⅰ（注６）： 約 600 万人 (30.9%)

低所得Ⅱ 住民税非課税（注３） 約 180 万人 (21.3%) 約 2 万人 (1.7%) 約 0 万人 (0.1%) 約 170 万人 (27.2%)

低所得Ⅰ 住民税非課税（所得がない者）（注４） 約 60 万人 (7.9%) 約 4 万人 (3.2%) 約 0 万人 (0.1%) 約 60 万人 (9.5%)

約 820 万人 (100.0%) 約 130 万人 (100.0%) 約 30 万人 (100.0%) 約 630 万人 (100.0%)

後期高齢者

約 30 万人 (1.5%)

約 20 万人 (1.2%)

約 90 万人 (4.6%)

計

70～74歳計

一般
健保：標報26万円以下／国保・後期：課税所得145万円未満（注２）

又は年収383万円（注１）未満（年収　～約383万円）
約 490 万人 (59.8%) 約 100 万人 (73.5%) 約 20 万人 (67.4%) 約 360 万人 (56.3%)

約 510 万人 (26.1%)

約 310 万人 (15.7%)

約 1,950 万人 (100.0%)
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参考７ 各保険者の比較（令和５年度）

後期高齢者

医療制度
保険者数

（令和６年３月末）

２,３０９万人

加入者一人当たり

医療費（令和５年度）

一世帯当たり

１４５万円

加入者一人当たり

平均保険料

（令和５年度）（※４） 一世帯当たり

<事業主負担込> １３. ６万円 20.5万円 <40.9万円> 24.1万円 <52.8万円> 25.0万円 <50.0万円>

保険料負担率 ９. ３％ ８. ４％

公費負担額（※５） ４兆５５２億円 ９兆５，１３３億円
（令和７年度予算ﾍﾞｰｽ） （国２兆９，１９０億円） （国６兆３６７億円）

（※１）　一定の障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けた者の割合。

（※２）　市町村国保及び後期高齢者医療制度については、「総所得金額（収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除を差し引いたもの）及び山林所得金額」に「雑損失の繰越控除額」と「分離譲渡所得金額」を加えたものを

　　　　　 加入者数で除したもの。（市町村国保は「国民健康保険実態調査」、後期高齢者医療制度は「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」のそれぞれの前年所得を使用している。）

　　　 　　協会けんぽ、組合健保、共済組合については、「標準報酬総額」から「給与所得控除に相当する額」を除いたものを、年度平均加入者数で除した参考値である（令和５年度税制に基づき算出）。

（※３）　被保険者一人当たりの金額を指す。

（※４）  加入者一人当たり保険料額は、市町村国保・後期高齢者医療制度は現年分保険料調定額、被用者保険は決算における保険料額を基に推計。保険料額に介護分は含まない。

（※５）　介護納付金、特定健診・特定保健指導等に対する負担金・補助金は含まれていない。

65～74歳の割合
（令和５年度）

加入者平均年齢
（令和５年度９月末）

加入者数
（令和６年３月末）

３,９５４万人

１,７１６

４３. ８％ ８. ２％

公費負担
給付費等の５０％
＋保険料軽減等

給付費等の１６．４％
後期高齢者支援金等の

負担が重い保険者等への補助

１４. ８万円 <29.5万円>９. ３万円 １３. ０万円 <26.0万円> １４. ４万円 <31.4万円>

１,３８０ ８５ ４７１

市町村国保 協会けんぽ 組合健保 共済組合

２,８０３万人 ９７９万人
１,９７８万人

(1,590万世帯)
被保険者2,521万人 被保険者1,668万人 被保険者576万人

被扶養者1,433万人 被扶養者1,135万人 被扶養者402万人

３. ６％ ３. ５％ １. ３％（※１）

５４. ０歳 ３８. ９歳 ３６. １歳 ３５. ３歳 ８２. ７歳

加入者一人当たり
平均所得（※２）
（令和５年度）

９９万円 １８２万円 ２５３万円 ２４４万円

４１. ７万円 ２１. ０万円 １９. ３万円 ２０. ０万円 ９６. ４万円

９４万円
一世帯当たり（※３） 一世帯当たり（※３） 一世帯当たり（※３）

２８６万円 ４２５万円 ４１３万円

７. ９万円
被保険者一人当たり 被保険者一人当たり 被保険者一人当たり

７. ２％ ５. ７％ ６. １％

給付費等の約50％
＋保険料軽減等

１兆１，８７１億円 １，２５３億円

（全額国費） （全額国費）
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